
 
 
 
 

吸収合併契約に関する事前備置書類 
 

（会社法第 794 条第 1 項に定める書面） 
 
 

当社は、2023 年４月７日付で株式会社インテリックス住宅販売との間で
締結した合併契約書に基づき、2023 年５月 12 日を効力発生日として、当社
を吸収合併存続会社、株式会社インテリックス住宅販売を吸収合併消滅会社
とする吸収合併（以下、「本吸収合併」といいます）を行うことといたしま
した。本吸収合併に関し、会社法第 794 条第 1 項および会社法施行規則第 
191 条に定める事項は以下のとおりです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2023 年４月 10 日 
 
 

株式会社インテリックス 
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１．吸収合併契約の内容  
 
別紙１のとおり、2023 年４月７日付で吸収合併契約を締結いたしました。 

 
２．合併対価の相当性に関する事項  

 
完全親子会社間の合併につき、合併対価の交付はありません。 

 
３．吸収合併消滅会社の新株予約権に関する事項  

 
該当事項はありません。 

 
４．吸収合併消滅会社の最終事業年度に係る計算書類等  

 
別紙２のとおりです。 

 
５．吸収合併存続会社の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、 

重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 
 
該当事項はありません。 

 
６. 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続会社の債務の履行 

の見込みに関する事項  
 

本吸収合併効力発生日後の当社の資産の額は、債務の額を十分に上回ることが見込
まれます。また、本吸収合併後の当社の収益状況およびキャッシュフローの状況につ
いて、債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測されておりません。  

従って、本吸収合併後における当社の債務について履行の見込があると判断いたし
ます。 

 
 

以上 
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株式会社インテリックス住宅販売 （単位：　千円）

科　　　　　　　目 金　　　　　額 金　　　　　額

【 流 動 資 産 】 67,195 4,954

現 金 及 び 預 金 59,068 735

未 収 入 金 717 3,904

前 払 費 用 558 243

未 収 消 費 税 6,482 70

そ の 他 368 -                           

【 固 定 資 産 】 11,886 4,954

（ 有 形 固 定 資 産 ） 1,486

建 物 1,420 74,128

工 具 器 具 備 品 66 10,000

（ 無 形 固 定 資 産 ） 351 -                           

電 話 加 入 権 351 64,128

（ 投 資 そ の 他 の 資 産 ） 10,048 64,128

差 入 保 証 金 敷 金 10,048 繰 越 利 益 剰 余 金 64,128

74,128

資 産 合 計 79,082 79,082

負　   　　債   　　　の   　　　部

科　　　　　　　目

【 流 動 負 債 】

未 払 金

負 債 純 資 産 合 計

利 益 剰 余 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

純 資 産 合 計

貸　　借　　対　　照　　表
2022年5月31日現在

負 債 合 計

純　　　　　資　　　　　産   　　　の　　   　部

【 株 主 資 本 】

資 本 金

資 本 剰 余 金

未 払 費 用

預 り 金

そ の 他

【 固 定 負 債 】

資　　  　産　　   　の   　　　部



株式会社インテリックス住宅販売 （単位：　千円）

21,788

7,094 28,882

62,207

△ 33,325

1

210 212

△ 33,112

226 226
△ 33,339

69

2,590 2,660

△ 35,999

科　　　　　　　　　　目 金　　　　　　額

【 売 上 高 】

売 上 仲 介 手 数 料

そ の 他 売 上 高

【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】

営 業 損 失

【 営 業 外 収 益 】

経 常 損 失

受 取 利 息 及 び 配 当 金

そ の 他

損　   　益   　　計　   　算　   　書
2021年6月1日から　　2022年5月31日まで

税 引 前 当 期 純 損 失

法人税、住民税及び事 業税

法 人 税 等 調 整 額

当 期 純 損 失

【 特 別 損 失 】
固 定 資 産 処 分 損



株式会社インテリックス住宅販売 （単位：　千円）

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高 10,000 100,127 100,127 110,127 110,127

当期変動額

当期純利益 △ 35,999 △ 35,999 △ 35,999 △ 35,999

当期変動額合計 -                      △ 35,999 △ 35,999 △ 35,999 △ 35,999

当期末残高 10,000 64,128 64,128 74,128 74,128

株   主   資   本   等   変   動   計   算  書
2021年6月1日から　　2022年5月31日まで

株　　　主　　　資　　　本

純資産合計
資本金

利　益　剰　余　金

株主資本合計
利益剰余金合計



株式会社インテリックス住宅販売 （単位：　千円）

金　　　　　　額

役 員 報 酬 10,800

給 与 手 当 24,433

賞 与 4,662

株 式 報 酬 費 用 511

法 定 福 利 費 5,540

福 利 厚 生 費 93

退 職 給 付 費 用 285

消 耗 品 費 256

地 代 家 賃 2,796

保 険 料 93

修 繕 費 86

租 税 公 課 41

減 価 償 却 費 221

旅 費 交 通 費 306

通 信 費 592

水 道 光 熱 費 328

支 払 手 数 料 402

新 聞 図 書 費 3,079

販 売 促 進 費 4,264

広 告 宣 伝 費 240

接 待 交 際 費 716

諸 会 費 513

ﾘ ｰ ｽ 料 250

顧 問 料 1,200

業 務 委 託 料 493

62,207

販売費及び一般管理費明細書

2021年6月1日から　　2022年5月31日まで

科　　　　　　　　　　目

合　　　　　　　　　　　　　計



注記表

【重要な会計方針に係る事項】

１. 固定資産の減価償却の方法

（１） 有形固定資産・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備
を除く）並びに平成28年４月１日以降取得した建物附属
設備及び構築物については定額法、その他は定率法に
よっております。

（２） 無形固定資産・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・自社利用のソフトウェアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

（３） 長期前払費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・均等償却によっております。

２. 重要な収益及び費用の計上基準・・・・・・・・・・・・・・・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号
2020年3月31日）等を適用しており、約束した財又は
サービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又は
サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を
認識しております。
主に不動産仲介事業等を行っております。当該事業は、
顧客との媒介契約に基づき不動産の売買契約成立に
向けた業務から当該物件の引渡しに至る履行手続等の
一連の業務に関する義務を負っており、媒介により成立
した不動産売買契約に係る物件が引き渡された時点で
収益を認識しております。

３. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理方法・・・・・・・・・・・・・・・・・消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によって
おります。

【会計方針の変更に関する注記】
（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等
を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又は
サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って
おり、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度
の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

【株主資本等変動計算書に関する注記】

1. 当事業年度末日における発行済株式の数 普 通 株 式 200 株

2. 当事業年度末日における自己株式の数 該当事項はありません。

3. 当事業年度中に行った剰余金の配当 該当事項はありません。

4. 当事業年度の末日において発行している 該当事項はありません。
新株予約権の目的となる株式の数

【1株当たり情報に関する注記】

1. 1株当たり純資産額 370,642 円 29 銭
2. 1株当たり当期純損失 △ 179,996 円 48 銭

【重要な後発事象に関する注記】

該当事項はありません。


